
閣僚会議等の議事の記録の作成に係る行政文書の管理 

に関するガイドラインの一部改正について 

 

平成 26 年６月 26 日 

公 文 書 管 理 課 

 

○ 閣議等の議事の記録の作成方針等を踏まえ、閣僚を構成員と

する会議等についても議事の記録を作成するため、「行政文書の

管理に関するガイドライン」の改正を行う。 

 

＜内容＞ 

・全ての閣僚会議等について、開催日時、開催場所、出席者、

議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成する

ことを義務付ける等の改正を行う。 

＜手続＞ 

・６月 26日の公文書管理委員会に報告の上、７月１日の施 

行を予定。 
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